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去る2月25日に開催された第121回組合会において、
当健康保険組合の平成28年度予算が可決・承認されました。

第121回組合会において、
下記のとおり健康保険料率の引き上げと労使負担割合の変更が決定いたしました。

ニューオータニ健康保険組合

基礎数値

被 保 険 者 数
健 康 保 険 料 率
負 担 割 合
平均標準報酬月額

3,951名
99.0/1000
事業主5.6 ： 被保険者4.4
296,595円

財産状況
（H28.2.1時点）

法 定 準 備 金     
別 途 積 立 金
退 職 積 立 金
合       計   

259,427,000円
270,824,995円
14,961,742円 

545,213,737円

一般勘定 
収入合計	 1,630,153千円	 経常収入	 1,590,508千円
支出合計	 1,630,153千円	 経常支出	 1,429,934千円
	 	 経常収支	 160,574千円

（単位：千円） （単位：千円）収 　 入 支   出
科　　目 金　　額

健 康 保 険 料 収 入 1,557,464
保 険 料 1,556,933
そ の 他 531

調 整 保 険 料 収 入 18,147
繰 入 金 15,001

準備金限度内部分繰入 0
退職積立金繰入 15,001
別途積立金繰入 0

国 庫 補 助 金 収 入 711
特 定 健 診 等 事 業 収 入 8,691
前 期 高 齢 者 交 付 金 0
財 政 調 整 事 業 交 付 金 21,494
雑 収 入 8,645

収 入 合 計 1,630,153
経 常 収 入 1,590,508

介護勘定 収入合計	 155,709千円	 支出合計	 155,709千円

基礎数値 財産状況
（H28.2.1現在）

2 号 被 保 険 者 数
介 護 保 険 料 率
負 担 割 合
平均標準報酬月額

介 護 準 備 金   

2,359名
16.0/1000
事業主5 ： 被保険者5
346,808円

13,095,489円

（単位：千円） （単位：千円）収 　 入 支   出
科　　目 金　　額

介 護 保 険 収 入 150,704
雑 収 入 5,000
繰 入 金 5

収 入 合 計 155,709

科　　目 金　　額
介 護 納 付 金 149,983
介 護 保 険 料 還 付 金 100
積 立 金 5,624
雑 支 出 2
支 出 合 計 155,709

科　　目 金　　額
事 務 費 60,380
保 険 給 付 費 786,258

法 定 給 付 費 786,249
付 加 給 付 費 9

納 付 金 526,833
前期高齢者納付金 195,933
後期高齢者支援金 305,983
退職者給付拠出金 24,905
老人保健拠出金 9
そ の 他 3

保 健 事 業 費 54,543
財 政 調 整 事 業 拠 出 金 18,147
そ の 他 2,023
予 備 費 181,969
支 出 合 計 1,630,153
経 常 支 出 1,429,934
経 常 収 支 160,574

収 入 支 出 予 算平成28年度

旧保険料率 9.4％ 新保険料率 9.9％

旧労使負担割合
会社 5.8 ： 本人 4.2 新労使負担割合　会社 5.6 ： 本人 4.4

＊平成 28 年 3 月分保険料（4 月支給給与分）から変更（任意継続保険は 4 月分保険料から変更）

第121回組合会において、下記のとおり介護保険料率の引き下げが決定いたしました。

介護保険料率の引き下げが決定しました

  旧保険料率 1.7％ 新保険料率 1.6％
＊平成 28 年 3 月分保険料（4 月支給給与分）から変更 （任意継続保険は 4 月分保険料から変更）

　平成20年度から開始された高齢者納付金制度による過度な負担により、当組合の運営は毎年
赤字となっておりましたが、皆様の保険料率の大幅増を回避するため、財産を取り崩しながら運
営を行ってまいりました。しかし、その財産も少なくなってきていることから、約5年ぶりに黒
字決算が見込まれる今期を転換期として、財政基盤を強化するため、保険料率の引き上げをさせ
ていただくことになりました。

　加入者の皆様には保険料負担が増えることとなりますが、何卒ご理解いただけますようお願い
申し上げます。

健康保険料率の引き上げと労使負担割合の変更が決定しました

◎保険料率引き上げの理由

労使負担の変更はありません
（会社 5.0：本人 5.0）
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　平成27年4月1日以降に健診を受けた方の中から下記の基準に該当する方に、健診後1回の面談（30分）と、さら
に1カ月後の状況確認（10分程度の電話）という形で健診後のフォローアップを行ってきました。今年度も同様
の内容で実施します。次の項目に1つでもあてはまった場合が対象となります。
●Ｂ Ｍ Ｉ…30以上
●血　　　圧…140mmHg以上/90mmHg以上（日本高血圧学会ガイドラインに基づく）
●中 性 脂 肪…300mg/dL 以上 （日本動脈硬化学会ガイドラインに基づく）
●空腹時血糖…126mg/dL 以上（日本糖尿病学会ガイドラインに基づく）
●H b A 1 c …6.5％以上（日本糖尿病学会ガイドラインに基づく）
※薬を飲んでいる方でも、この基準に該当した方は健康サポートプログラムの対象となります。　※腹囲 男性85㎝未満・女性90㎝未満でも、この基準に該当した方は保健指導の対象となります。

『健康サポートプログラム』を継続して実施します1

保健事業のポイント

　皆様お一人お一人の身体や興味に合わせた健康情報をお届けするスマホアプリ「KenCoM」を導入しました。
お手元に届いているパスコードを入力して、ぜひご登録ください。KenCoMを使ったイベントも検討中です。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

「KenCoM」がスタートします！4

　昨年度から補助金申請受付期間を1カ月短縮してお
ります。期間内にご申請いただきますようお願いい
たします。
●予防接種実施期間：平成28年10月1日～ 12月31日
●補助金申請受付期間 ：平成28年10月1日
　　　　　　　　　　　　　　　   ～平成29年1月31日
●当組合加入の被保険者および被扶養者1名につき2,000円
　までを補助いたします。

インフルエンザ予防接種補助金の
受付期間について2

　浅草ROX「まつり湯」の契約料金が平成28年4月1日
より以下のとおり改定となりましたのでお知らせい
たします。
●大　人（中学生以上） ： 改定前 1,850円 → 改定後 1,890円
●子ども（4歳～小学生）： 改定前   720円 → 改定後    945円
●休日割増料金（新設）：土日祝日および特定日の利用は、
　　　　　　　　　　  上記料金に加えて324円がプラス。

浅草ROX「まつり湯」の
利用料金変更について3

こんなときはひとりで悩まず、まずはご相談ください！

●電話、WEBと、あなたに合った方法でご相談いただけます。
●臨床心理士や精神保健福祉士を中心とした専門職が、親身になってお応えします。ご相談の内容に応
じて、精神科医・心療内科医との直接相談も可能です。
●ご相談は無料です。相談内容や個人情報が勤務先や他の人に知られることは絶対にありませんので、
安心してご利用ください。

ニューオータニサポートホットライン

職場の人間関係で
悩んでいる

家族の様子が
おかしい…

ストレスで
気分がすぐれない

会社や学校に
行きたくない

ご利用ください！  こ こ ろ の 相 談

ニューオータニサポートホットライン  
　  0120-123-685
※携帯電話・スマートフォンからもご利用できるようになりました。
ハラスメントでお悩みのときはハラスメント相談窓口へ 
　  0120-328-566
※携帯電話・スマートフォンからもご利用できるようになりました。

電話相談
健康・こころのオンライン

https://www.healthy-hotline.com/

https://www.healthy-hotline.com/m

※ご利用方法やよくある相談もご確認いただけます

PC・スマートフォン版

携　帯　版

WEB相談

ログインID 

newotani


